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　平成24年度ごみ・資源物の処理に掛かった経費（減量、啓発および中間処理施設の施設管理に要した経費等は
除きます）は総額で6億7,382万2,935円でした。これは平成2４年度一般会計決算額の約5.3％になります。
　平成2４年度のごみ・資源物の排出量は約11,393ｔでしたので、1kg当たりは約59.1円となります。
住民一人当たりでは、約1万9,927円になります。（4月1日現在の人口　33,814人で算出）

生ごみの水切り徹底、容器包装プラスチックと雑がみの分別徹底にご協力をお願
いします。引き続き更なるごみの減量に、ご理解ご協力をお願いします。

 ごみ・資源物に係る歳入は、経費の約22.5％に当
たります。歳入のうち家庭系ごみ処理手数料（町指
定収集袋）は4,408万7,619円、事業系ごみ処理
手数料は5,614万800円、粗大ごみ処理手数料は
863万2,380円でした。

 ごみ・資源物に係る歳入は、経費の約22.5％に当
たります。歳入のうち家庭系ごみ処理手数料（町指
定収集袋）は4,408万7,619円、事業系ごみ処理
手数料は5,614万800円、粗大ごみ処理手数料は
863万2,380円でした。

平成２4年度ごみ会計
ごみ・資源物処理に総額

第一段階　収集・運搬 第二段階　中間処理
ごみ・資源物処理段階別経費

処理をするのにいくら掛かるの？（１㎏当たり）

6億7,382万2,935円6億7,382万2,935円6億7,382万2,935円

第三段階　最終処分 その他

問合せ　環境課
　　　　　 557―7706

燃やせるごみ
37.6円

燃やせないごみ
220.5円

容器包装プラスチック
83.5円

紙類
10.6円

布
13.7円

ペットボトル
47.2円

ビン・カン
61.9円

有害ごみ
198.0円

（前年比約10.2％減）

燃やせるごみ        1億2,040万2,200円
燃やせないごみ 711万5,526円
容器包装プラスチック 842万6,282円
ペットボトル 262万1,510円
布 430万6,766円
紙類 3,333万 625円
ビン・カン 1,067万3,290円
有害ごみ 37万4,501円

収集・運搬　　　　      1億8,725万 700円

選別等（運転業務）処理　１億3,035万2,645円
燃やせないごみ 　　      
容器包装プラスチック 
ペットボトル 
紙・布類 
ビン・カン 
有害ごみ 
粗大ごみ 

 　　      2,216万7,810円
 2,662万9,358円
 841万8,690円
 640万8,640円
 3,321万3,828円
 344万7,569円
 3,006万6,750円

ごみ・資源物に係る歳入内訳

ごみ処理手数料
（家庭系：指定収集袋）
ごみ処理手数料（事業系）
粗大ごみ処理手数料
有価物売り払い収入
不用品売り払い収入
再商品化合理化拠出金

4,408万7,619円
5,614万 800円
863万2,380円

4,168万 787円
23万7,790円
93万4,260円

焼却処理　　　　　　　　  2億3,076万6,000円

埋立・エコセメント化   １億　683万1,000円 指定収集袋の作製費　ほか　 1,862万2,590円

歳入総額 １億5,171万3,636円
歳入総額は
１億5,171万3,636円
 （前年比約5.1％減）

総額 6億7,382万2,935円
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犬犬

　犬に関して、飼い主のモラルへの苦情・相談が多くあります。一部の心無い飼い主により、全ての飼い主が悪い印象を持たれて
しまいます。マナーとルールを守って、飼う人も飼わない人も気持ち良いお付き合いができるようにしましょう。

○フンは必ず持ち帰りましょう
○臭いで近所に迷惑をかけないよう配慮しましょう。また、処理する  
　までのフンの保管方法や、消臭に気を配りましょう。
○電柱などにしたおしっこは水で流しましょう。また、なるべくトイ　
　レは散歩の前に家の中ですませましょう。
○犬をリードでつなぎましょう。東京都の条例により原則犬を放す
　ことは禁止されています。しつけられた犬、小さな犬でも、犬が
　苦手な人がいます。また、散歩の際、リードは短く持ちましょう。
○必要以上に吠えないよう、しつけをしましょう。

犬の登録・狂犬病の予防注射はお済みですか
～飼い犬の登録と狂犬病の予防注射の接種は、飼い主の義務です～
▶登録時に交付される「鑑札」は、「狂犬病予防注射済票」とともに、必ず犬の首輪などにつけてください。
▶狂犬病は発症すると現代医学では治療方法が無いため、100％死亡します。狂犬病予防注射を必ずしてください。

犬を飼っている皆さんへ
問合せ　環境課　　557―0544

犬を飼育するときのルールを守ろう

（飼い主の遵守事項）
第７条　飼い主は、動物を適正に飼養し、又は保管する
                ため、次に掲げる事項を守らなければならない。
　一～四省略
　五　汚物及び汚水を適正に処理し、施設の内外を常

に清潔にすること。
　六　公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔

にし、又は損傷させないこと。
　　～以下省略～

〈東京都動物の愛護及び管理に関する条例〉（抜粋）
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　地球温暖化の原因である温室効果ガス
を削減するため、ご自宅に高効率給湯器や
太陽光発電システムを購入・設置した方へ
費用の一部を助成します。平成25年4月以
降に助成対象機器を設置した方は、ぜひご
利用ください（予算がなくなり次第、受け
付けを終了します）。

※対象機器には基準がございます。詳し
くはお問い合わせください。

二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器 40,000円
潜熱回収型給湯器 20,000円
ガス発電給湯器 40,000円

太陽光発電システム
40,000円に対象機器の最大出力キロワット
を乗じた額（120,000円が限度額）

※申請は同一住宅につき1回、1機器に限ります（複数の機器の申請はできません）。
　対象機器はいずれも未使用のものに限ります。

住宅用環境配慮型機器購入費助成金　受付中
助成対象機器と助成額（いずれも住宅用）

対象機器 助成額（購入金額の10％または以下の限度額）

問合せ　環境課　　557―0544
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